
公益財団法人東京都教育支援機構 契約職員（主事級）（ユースソーシャルワーカー） 
募集要項 

  

１ 募集職種・人数 

契約職員（主事級）（ユースソーシャルワーカー）：10名～20名程度 

 

２ 雇用期間  

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

勤務成績等が良好である場合は、１年ごとに４回を上限として契約を更新する場合がありま

す。ただし、更新は65歳到達年度までです。 

※採用の翌年度から、正規職員登用選考の受験が可能です。 

 

３ 勤務地 

公益財団法人東京都教育支援機構 事務局 

東京都中野区中央一丁目38番１号 住友中野坂上ビル 

（東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線  中野坂上駅 徒歩１分） 

  ※主に都立学校、東京都教育委員会（都庁）等に出張して業務を行います。 

 

４ 応募要件 

  学歴及び年齢は不問（ただし、満年齢が 65歳に達する日の属する年度末日で雇用終了） 

次の（１）から（２）までの全てに該当する方 

（１）次のいずれかに該当する方又はこれらと同等の能力を有すると認められる方 

ア 社会福祉士の資格を有する方 

イ 精神保健福祉士の資格を有する方 

ウ 公認心理師の資格を有する方 

エ 臨床心理士の資格を有する方 

オ 臨床発達心理士の資格を有する方 

カ キャリアコンサルティング技能士又はこれに類する資格を有する方 

キ 教員免許を有する方 

ク 社会教育士又は社会教育主事の任用資格を有する方 

ケ その他、福祉・医療・就労等の分野において子供・若者支援に関する資格を有する方 

（２）次の求められる人物像に該当する方 

【求められる人物像】 

・ユースソーシャルワーカーに求められる役割を理解し、その職務を遂行する熱意のあるもの

であって、都立学校等において生徒、保護者、教職員等の相談・支援等に円滑に対応できる

方 

・個人情報保護及び情報セキュリティ対策の重要性を認識し、職務上知り得た情報等の秘密を

守ることができる方（退職後を含む。） 

・心身ともに健康で、社会人としての常識を持ち、意欲をもって誠実に職務を遂行できる方 

・接遇の基本ができており、コンプライアンス意識の高い方 

 



５ 主な業務内容 

都立学校における不登校対応、中途退学未然防止等に関する支援の実施に関すること 

 ア 都立学校における不登校対応及び中途退学未然防止に関する支援 

 イ 都立学校の中途退学者及び進路未決定卒業者への福祉面からの支援 

 ウ 都立学校の中途退学者及び進路未決定卒業者への進路（就労・再就学）面からの支援 

エ 支援に際しての都立学校、福祉・医療関係機関等との連携・調整 

オ 支援に際しての都立学校、就労関係機関等との連携・調整 

カ その他、当機構が指示する業務 

 

６ 勤務時間等 

（１） 勤務時間 

１日当たり７時間45分勤務（休憩時間60分を除く。 週38時間45分） 

※次のアからクの勤務形態を基本としますが、学校の勤務時間の都合等により、その他の勤務

形態になる場合があります。 

ア 午前８時00分から午後４時45分まで 

イ 午前８時30分から午後５時15分まで 

ウ 午前９時00分から午後５時45分まで 

エ 午前９時30分から午後６時15分まで 

オ 午前10時00分から午後６時45分まで 

カ 午前10時30分から午後７時15分まで 

キ 午前11時00分から午後７時45分まで 

ク 午後１時00分から午後９時45分まで 

ケ その他 

（２） 休日 

毎週 土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～１月３日） 

※担当する都立学校等により土曜日の出勤が必要となる場合があります。（原則として、同一

週の平日に振替休日を設定します。） 

（３） 休暇 

年次有給休暇（初年度12日）、夏季休暇（５日）、妊娠出産休暇、育児時間、子どもの看護休

暇、短期の介護休暇等の特別休暇制度あり 

（４） 時間外勤務あり  

 

７ 給与等 

機構の定める給与規程によります。なお、契約期間中において改定される場合があります。 

（１）給料月額  273,120円 ～ 339,120円 （令和７年12月22日現在） 

※１ 職務経験等により決定するため、採用の場合には職歴証明書の提出を依頼します。 

※２ 勤務成績に応じ、更新時昇給あり（上限あり） 

（２）賞与 ２回 （６月、 12月）  

（３）各種手当 

通勤手当、超過勤務手当、休日給 

※住居、扶養、退職金等その他の手当はなし 



 

８ 福利厚生等 

（１）社会保険等 

   健康保険（協会けんぽ）、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 

（２）その他 

各種福利厚生制度あり 

 

９ 選考方法 

（１） 一次選考（書類選考） 

（２） 二次選考（面接） ※一次選考合格者に対してのみ行います。 

 

１０ 申込手続 

申込期間 令和７年12月22日（月）から令和８年１月９日（金）午後５時まで【厳守】 

申込方法 

（１）指定する求人掲載サイト（エンゲージ）からエントリーしてください。 

 ※エントリーは応募する職種ごとに必ず実施してください。併願する場合は、

併願する全ての職種についてエントリーが必要です。 

（２）エントリーの後に、以下の申込書類を、以下の【提出先】へメールで提出

してください。 

 【申込書類】 

  ①契約職員・非常勤職員（ＹＳＷ）採用選考申込書兼履歴書（指定の様式） 

【必須】 

  ②職務経歴書（任意様式）【必須】 

 ③小論文（指定の様式）【必須】 

・課題 

「現代の高校生世代が抱える課題の中で、あなたが最も重要な課題と考える

ものを１点指摘し、その課題を抱える生徒にユースソーシャルワーカーとし

て、都立学校において教員と連携し、どのように関わっていくか、具体的な

アプローチを示しながら、あなた自身の考えを述べよ。」 

・800字以内で記述すること 

・ファイル名は「小論文（氏名）」にしてください。 

※指定様式は、当機構HPからダウンロードしてください。

https://www.tepro.or.jp/about/employment.html 

【提出先】 

・提出先：saiyo_data@tepro.or.jp 

・提出する際の件名：契約ＹＳＷ 申込【氏名】 

※期日までに申込書類がメールで提出されない場合は応募とはなりませんのでご

注意ください。 

※当機構からの通知は、求人掲載サイトを通じてご連絡いたしますので、求人掲

載サイトをご確認ください。 

※郵送や持参による応募は受け付けておりません。 

https://www.tepro.or.jp/about/employment.html
mailto:saiyo_data@tepro.or.jp


 

１１ 選考日程 

一次選考結果通知 
令和８年１月16日（金）までに、一次選考合格者にのみ通知します。 

※エントリーした求人サイトのメッセージ機能を利用してご連絡します。 

二次選考実施日 
令和８年１月21日（水）～令和８年１月27日（火）の内、機構が指定す

る日時 

最終結果通知 令和８年２月中旬予定 

 

１２ その他 

（１）応募の際に提出いただいた書類等の個人情報については、本選考に必要な範囲内で利用させて

いただきます。 

   なお、採否に関わらず、応募書類は返却致しませんので、ご了承ください。 

（２）第二次選考合格者とはならず補欠合格者となった方には、補欠合格通知書を送付の上、採用候

補者名簿に登載します。第二次選考合格者の辞退や雇用期間中の退職等により欠員が生じた場合、

名簿登載者の中から最終選考受験者を選定し、最終選考を実施することがあります。名簿の有効

期限は令和９年３月末までです。 

（３）本選考では、別途募集している「契約職員（主任級）（ユースソーシャルワーカー）採用選考」、

「非常勤職員（主任級）（ユースソーシャルワーカー）採用選考」及び「非常勤職員（主事級）

（ユースソーシャルワーカー）採用選考」との併願申込も可能です。 

併願を希望する方は、申込書類の併願希望の有無欄にチェックをお願いします。 

併願時に提出する小論文については、以下の表をご参照ください。 

  ＜小論文について＞ 

小論文 

 

応募する職種 

契約職員（主任級） 

非常勤職員（主任級） 

の小論文 

契約職員（主事級） 

非常勤職員（主事級） 

の小論文 

契約職員（主任級）のみ 〇 ― 

契約職員（主事級）のみ ― 〇 

非常勤（主任級）のみ 〇 ― 

非常勤（主事級）のみ ― 〇 

契約職員（主任級）と 

その他の職を併願 
〇 提出不要 

契約職員（主事級）と 

非常勤職員（主任級）を併願 
〇 提出不要 

契約職員（主事級）と 

非常勤職員（主事級）を併願 
提出不要 〇 



  ※上記の表に〇印がついている職種の小論文を提出してください。 

   提出不要となっている職の小論文は、提出する必要はありません。 

（４）内定が出た場合は、受験資格の確認及び給与算定の資料とするため、申込書類に記載された保

有資格の証明書、最終学歴に関する卒業（修了）証明書（ただし、院卒は大学の卒業証明書も必

要。）及びすべての職歴に関する在職証明書（指定様式）を提出していただきます。詳細につい

ては、内定後にお知らせいたします。 

（５）ＹＳＷの紹介パンフレットについて、以下のページに掲載しております。 

  パソコン向け⇒https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/pdf/6-3.pdf 

  スマートフォン向け⇒https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/pdf/6-4.pdf 

 

１３ 問合せ先 

   公益財団法人東京都教育支援機構 職員採用担当 
〒164－0011 東京都中野区中央一丁目 38番１号 住友中野坂上ビル 11階  

   電話：03－5989－1601（午前９時から午後５時まで。土日及び祝日を除く。） 

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/pdf/6-3.pdf
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/ysw/pdf/6-4.pdf

